
生 駒 市 任 意 予 防 接 種 費 用 補 助 金 交 付 要 綱  

（趣 旨 ） 

第 １条  この要 綱 は、定 期 接 種 の対 象 となる接 種 期 間 を過 ぎて別 表 に定 める予 防 接 種

（以 下 「対 象 予 防 接 種 」）を 任 意 予 防 接 種 で 受 けた者 に対 し 、予 算 の範 囲 内 におい

て 当 該 任 意 予 防 接 種 の費 用 の補 助 を 行 う に当 たり 、生 駒 市 補 助 金 等 交 付 規 則

（平 成 ２０年 １０月 生 駒 市 規 則 第 １９号 。以 下 「規 則 」という ｡ ）に定 めるほか、必 要 な

事 項 を定 めるも のとする。 

（補 助 対 象 者 ） 

第 ２条  この要 綱 による補 助 金 の交 付 を 受 けることがで きる者 は、次 の各 号 のいずれに

も 該 当 する児 を養 育 している者 とする。 

( １)  任 意 予 防 接 種 を 受 ける日 において、本 市 に住 民 登 録 がある児 であること。 

( ２)  対 象 予 防 接 種 を 定 期 予 防 接 種 として受 けていないこと。 

( ３)  別 表 に掲 げるワクチンの種 別 の欄 に掲 げる区 分 に応 じ 、同 表 の助 成 対 象 者 の

欄 に掲 げる児 で あること。 

（補 助 金 の額 等 ） 

第 ３条  対 象 予 防 接 種 に係 る補 助 金 の額 は、前 条 の補 助 対 象 者 が負 担 し た接 種 費

用 とする。ただし 、当 該 年 度 における当 該 ワクチンに係 る定 期 予 防 接 種 の委 託 料 を

上 限 とする。 

２ 補 助 金 の対 象 となる接 種 回 数 の上 限 は、別 表 に掲 げるワクチンの種 別 に掲 げる区

分 に応 じ 、同 表 の上 限 回 数 の欄 に掲 げる回 数 とする。 

（補 助 金 の交 付 申 請 ） 

第 ４条  補 助 金 の交 付 を 受 けよう とする者 は、生 駒 市 任 意 予 防 接 種 費 用 補 助 金 交 付

申 請 書 兼 請 求 書 （様 式 第 １号 。以 下 「申 請 書 兼 請 求 書 」という 。）に、次 に掲 げる書

類 を添 付 して、市 長 に提 出 しなければならない。 

( １)  被 接 種 者 氏 名 、接 種 日 、接 種 ワクチンの種 類 、接 種 金 額 、接 種 医 療 機 関 名 が

記 載 さ れた医 療 機 関 が発 行 した領 収 書 及 び予 防 接 種 歴 が分 かる書 類  

( ２)  補 助 金 振 込 口 座 確 認 書 類  



( ３)  その他 市 長 が必 要 と認 める書 類  

２ 前 項 の場 合 において、前 項 第 １号 の書 類 を 添 付 することがで きないときは、生 駒 市

任 意 予 防 接 種 費 用 補 助 金 交 付 申 請 用 証 明 書 （様 式 第 ２号 ）の提 出 を持 って代 える

ことができる。 

（交 付 の決 定 ） 

第 ５条  市 長 は、前 条 第 １項 の規 定 による交 付 申 請 があったときは、これを 審 査 の上 、

補 助 金 の交 付 の可 否 を 決 定 し 、生 駒 市 任 意 予 防 接 種 費 用 補 助 金 交 付 （不 交 付 ）

決 定 通 知 書 により当 該 交 付 申 請 を 行 った者 に通 知 するも のとする。 

（実 績 報 告 ） 

第 ６条  規 則 第 12 条 第 1 項 の実 績 報 告 は、第 ４条 第 １項 の規 定 による交 付 申 請 によ

り行 ったも のとみなす。 

２ 市 長 は、前 条 の規 定 による交 付 決 定 の通 知 により、補 助 金 の額 の確 定 通 知 を行 っ

たも のとみなす。 

３ 市 長 は、前 条 の規 定 による補 助 金 の交 付 決 定 を 行 ったときは、申 請 書 兼 請 求 書 に

よる申 請 者 の請 求 に基 づき、速 やかに補 助 金 を交 付 するも のとする。 

（申 請 期 間 ） 

第 ７条  申 請 の受 付 期 間 は、当 該 予 防 接 種 の接 種 日 から 当 該 年 度 の末 日 まで と す

る。 

（補 助 金 交 付 の取 消 ） 

第 ８条  市 長 は、次 の各 号 のいずれかに該 当 するときは、補 助 金 の全 部 又 は一 部 を取

り消 すことができる。 

( 1 )  不 正 な手 続 きにより補 助 金 を 受 けたとき。 

( 2 )  その他 この要 綱 に違 反 したとき。 

 （補 助 金 の返 還 ） 

第 ９条  市 長 は、前 条 の規 定 により 補 助 金 の交 付 を 取 り 消 した場 合 において、当 該 事

業 の取 消 に係 る部 分 に関 し 、既 に補 助 金 が交 付 さ れているときは、その返 還 を 命 ず

ることができる。 



（健 康 被 害 ） 

第 １０条  対 象 予 防 接 種 による副 反 応 その他 の健 康 被 害 については、市 長 は一 切 その

責 任 を負 わない。 

（施 行 の細 目 ） 

第 １１条  この要 綱 に定 めるも ののほか、必 要 な事 項 は、市 長 が別 に定 める。 

附  則  

１ この要 綱 は、令 和 ８年 ４月 １日 から施 行 する。 

２ この要 綱 は、令 和 １２年 ３月 ３１日 限 り、その効 力 を 失 う 。 



別表（第２条関係） 

ワクチンの種別 助成対象者 上限回数 

麻しん風しん混合ワクチン

（麻しん又は風しん罹患者

は単抗原又は風しん単抗

原ワクチンも可） 

１期：接種時の年齢が２歳以上３歳未満の者で、過去

に麻しん及び風しんに係る予防接種を受けたことがな

いもの。 

２期：接種時に小学校就学の始期に達する日から小学

校２年生の始期に達する日の前日までの間にある者

で、過去に麻しん及び風しんに係る予防接種を受けた

回数が１回以下であるもの。 

各期１回 

水痘ワクチン 接種時の年齢が３歳以上４歳未満の者で、過去に水

痘の予防接種を受けた回数が１回以下であるもの。 

２回 

日本脳炎ワクチン １期：接種時の年齢が７歳６か月以上８歳６か月未満

の者で、過去に日本脳炎の予防接種を受けた回数が

２回以下であるもの。 

２期：接種時の年齢が１３歳以上１４歳未満の者で、過

去に日本脳炎の予防接種を受けた回数が３回以下で

あるもの。 

１期：３回 

２期：１回 

子宮頸がんワクチン 接種時の年齢が高校２年生相当である者で、過去に

子宮頸がんの予防接種を受けた回数が２回以下であ

るもの（１５歳未満で接種を開始し、５か月以上あけて

２回接種した者を除く。） 

３回 

 


